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世界で最も高齢者の多い日本ですから.ICFの考え方は，本当に我々の生活にかかわる大きな捉え方だと思いま

す。そういう意味で，共生社会とインクルージョンは，あまり議論されたことはありませんが，これから具体的

にどういうことなのかということ.あるいは現実的にどうしたらいいのかということを話し合っていく必要があ

るので、はないかと思います。これで分科会1を終了したいと思います。ご協力ありがとうございました。

四.分科会2 就学支援と保護者への情報供給システム

司会:広島大学大学院教育学研究科特別支援教育学講座小林秀之(現筑波大学)・林田真志

記録:広島大学大学院教育学研究科特別支援教育学講座船津守久

I小林]就学支援と保護者への情報供給システムの分科会を開催させていただきたいと思います。この分科会を

司会・進行という形で務めさせていただきます広島大学教育学研究科小林と申します。よろしくお願いします。

[林田]広島大学教育学研究科の林田と申します。よろしくお願いいたします。

[船津]同じく広島大学教育学研究科船津と申します。総合協議の際はこの分科会で話し合われた内容を船津の

方から取りまとめて全体にご報告させていただく予定です。どうぞよろしくお願いいたします。

[小林1大学の講義室ですので，真ん中に立つのはいかにも講義みたいですので，我々もこちらに座らせていた

だいて同じレベルで様々ご意見を交わせたらと a思っております。よろしくお願いいたします。

この就学支援と保護者への情報供給システムということなんですけれども，実は本来はここだけ取り出してや

るというのは非常に難しくて，他の分科会でインクルーシブ教育と合理的配慮という分科会がございますけども，

合理的な配慮の内容なりや方向性なりが見つからないまま就学支援の在り方だけ意見を交わしたりしても，本当

は2ついっぺんの方がいいなという思いはあったのですが. 2ついっぺんにしてしまうとあまりにも話題が多く

なり過ぎてしまうために，ちょっと就学支援という形.あるいは保護者への情報供給システムという形で別個に

取り上げさせていただいています。いわゆるここで何かを決めなくてはいけないというよりも.今後の方向性で

あったり，あるいは現在. もしかすると改苦ーしないといけない問題点，そういったものをフロアの先生方といっ

しょに議論していけたらいいのかとイメージしておりますので，どうぞ積極的なご助言をお願いできればと思っ

ております。それで，内容的には午前中，荒川先生，下山先生.うちの落合の方からの報告でだいたい全体像は

ご理解いただけていると思うんですけれども，この分科会に関連して最初に10分ほどいただいて合意というか今

の状況整理をしたいと思います。まず最初，推進会議の方で打ち出している方向性を確認したいと思います。

まず1点目は「障害の有無にかかわらず.すべての子どもが地域の小・中学校に就学し，かつ通常の学級に在

籍することを原則」これと「本人・保護者が望む場合のほか，ろう者，難聴者又は盲ろう者にとって最も適切な

言語やコミュニケーションの環境を必要とする場合には，特別支援学校に就学し，又は特別支援学級に在籍する

ことができる制度へと改める。」というような方向が打ち立てられています。実は私，視覚障害が専門なんです

けれども.同じ感覚障害といった場合になぜ聴覚障害だけがこうやって取り出されてしまうのかという疑問は感

じておりますが。まあ推進会議の教育に関する研究者を見ますと，なかなか視覚障害に関して積極的な発言をし

てくださる委員の方がいらっしゃらないということがその背景の 1っかという気もしております。

それから 2点目ですが「特別支援学校に就学先を決定する場合及ぴ特別支援学級への在籍を決定する場合」こ

の次ですけれども「就学先における必要な合理的配慮および支援の内容を決定するに当たっては」この「就学先

における必要な合理的配慮および支援の」とは通常の学級に籍を置く場合というような言い方，通常校に絡を置

く場合というような言い方に解釈しています。そういう場合には「本人・保護者，学校，学校設置者の三者の合

意を義務づける仕組みとする。」で「合意が得られない場合には.インクルーシブ教育を推進する専門家及ぴ障害

当事者らによって構成される第三者機関による調整を求めることができる仕組みを設ける。」ということで，この

第三者機関というのがどのような機関になるのかというのも 1つ大きな焦点かと思います。この文言だけをみる

と，何かインクルーシブ教育・通常の学級で学ぶことが望ましいんだ。それから障害当事者が「そうするべきだ。

そうするべきだ。」というような怖い機関になってしまうかもしれないな。私自身の個人的な意見を述べていいの

かわかりませんけども，やはりこういった第三者機関を設置するというのは教育委員会なりがきちんと構成メン
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パーを考えていく方向性が様々な点から考えても望ましいという気がしています。 3点目に関しては.合理的な

配慮，つまり当該学校の設置者は条件整備を行うために計画的に必要な措置を講じなさい，ということになって

います。

そしてこの中には出てこないんですけれども.教育に関する意見一覧なんかを見てみますと，いわゆる就学時

健康診断等，学校教育法施行令第22条の3が就学基準ですね。これがやはり入り口の段階でインクルーシブな教

育か，あるいは推進会議のいう分離教育かというその道具になっているので，これ自身を取り除く制度として行っ

ていかなければいけないよというニュアンスが色濃く出ているかと思います。ただ就学指導委員会といいましで

も，私もまだまだ経験が少ない中ですけれども.組織として委員会の名前としては就学委員会とついていても，

私の関わっている保護者さんであったり地域によっては就学指導委員会ということばを使わないで，就学相談と

いうことばが当たり前のように使われていて.現在も保護者への意見聴取が義務づけられていて，システムとし

てはいわゆるきちんと意見が述べられるようになっている。ただ荒川先生が言われたように.ちっちゃい事象を

1つ1つ取り上げてそれが良い悪いと言ってたら，当然満足されていない保護者の方も恐らくいっぱいいらっ

しゃるでしょうし物事の捉え方自体も非常に難しいなと思っています。委員 1人のことばを取り上げるのはど

うかと思うのでけれども，例えば特別支援学校の入学者が最近増加している現状に対しである委員は次のように

言っています。「増加している現状をもって分離教育は必要とされているのだとする意見がある。しかし障害児

の教育に関する多様な情報が十分に提供されていないこと，かっ普通学校での障害児の個別のニーズに応じた合

理的配慮がなされていないため，子どもや保護者がやむを得ず特別支援学校や特別支援学級を選択しているとい

う背景は隠されたまま分離教育が実施されている。」というような意見がきちんと意見一覧の中に掲載されてい

ます。そうすると議論の中のもう方向性が決まっていて.その方向性に合わすためにちょっとネガテイブな状況

だったり，あるいは解釈を変えて論を進めていき過ぎないかというようなところはあります。ただ，だからといっ

てここで引っくり返せるのかというと.下山先生が言われたようにもうじき閣議決定などが行われてという状況

ですので，新しい方向性があっても，やはり子どもたちを可能な最大限度まで発達させるという目的をしっかり

できる方向性を持たなきゃいけないのかと思っています。

この就学指導の在り方については下山先生の方からお話しいただいておりますが，資料に特別支援教育の推進

に関する調査協力者会議の審議の中間まとめの概要が掲載されています。その中で就学指導の在り方っていうの

で，調査協力者会議の中で議論なされてきた方向性が示されています。 1つ目ですが， r幼児教育段階から.義

務教育への円滑な移行を図るため.市町村教育委員会が幼稚園，保育所，医療，福祉.保健等の関係機関と連携

して就学移行期における個別の教育支援計画を作成する。J2つ目ですが， r障害のある子どもが就学する学校に

ついて，個別の教育支援計画の作成・活用を通じて，障害の程度が「就学基準jに該当するかどうかに加えて，

必要な教育的ニーズ，保護者や専門家の意見.就学先の学校における教育や支援の内容等を総合的に判断して決

定する仕組みとする。Jr就学する学校の決定は，個別の教育支援計画の作成・活用を通じて保護者との共通認識

を醸成し，保護者の意見を十分に踏まえることを前提として.制度としては義務教育を実施する責任を有する教

育委員会が決定することとし.就学後も継続的な就学相談・指導を行うなど適切かっ柔軟できめ細かな対応を行

うことが必要である。」というような在り方を示しています。いわゆる学齢簿作成以前から，障害が何かしら判

明した段階から個別の教育支援計画の作成，さらにそれを活用した相談・支援活動を行いつつ，いわゆるこの就

学先を決定する際においては.これまで、の成果であったり.子どもの成長を見つめつつ.総合的な判断の隣の部

分ですが，障害の状態，教育的なニーズ，保護者の意見，専門家の意見，学校や地域の状況，その他の事情等々

を総合的に判断している。ですから就学基準いわゆる学校教育法施行令第22条の3が今後どうなるかわかりませ

んけども，就学基準があることが大前提としての調査協力者会議の中間まとめ，つまり「就学基準は.特別支援

学校の就学のための必要条件であるとともに総合的判断の際の判断基準の 1つ」でした。ですから.視覚障害が

ないのに視覚特別支援学校に入学しなさいということは絶対あり得ないわけでして，そういった意味での必要条

件というように考えてもらったらいいと思います。このような形で文部科学省が考えていると下山先生言ってい

いんですかね。新しい就学の在り
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中に出て推進会議の方も行われたのですけども，この新しいシステムというか文部科学省が考えているこの中間

まとめにある就学の方向についても，推進会議の意見一覧の中で触れられておりまして，この中間報告の仕組み

も教育委員会・就学指導委員会による総合的判断で子どもの就学する場を決定する仕組みになっていることか

ら，従来の障害による教育の場を分ける体制のままである。インクルージョンとはいえないというかたち。この

システムもだめだよ。これが推進会議の決定かどうかは別として，意見としてはこれでもだめなんだみたいなこ

とが出されているという感はあります。ただ私自身としては調査協力者会議の先生方が様々考えられた新たな方

策は決して悪い方策ではないだろうな。第三者機関等々も何度もどういう状態になるのかもわからない状態です

ので，とりあえずは今後の方向性を考える上は調査協力者会議が新たに考えていただいたところをベースとして

考えていっていいのではないかという気がしています。それから， 1点だけですけども私ちょっと今の流れ・現

状をみなさんと共通認識するために私なりにまとめさせていただきましたけども，その中で推進会議の委員の方

のことばを何ヵ所か引用させてもらいました。どちらかというとネガテイブなところばかり引用してきたのです

が.ここまでの話を聞くと私がどういう立場に立っているかお分かりだと思うのですけども，こういう立場に立っ

ている人間からすれば良識派の意見もしっかり述べられておりまして，例えば特別支援学校や特別支援学級の仕

組みというのは少ない資源・予算をできるだけ特定の箇所に集中し，効率的な教育を図ろうとしたものである。

単にこれを廃止しただけでは特別支援学校の支援の質は下がり，普通学級でも混乱し，最終的に被害を受けるの

は障害児となるので，障害児教育不在の時代に戻りかねないというような意見もありまして，ですからやはり合

理的配慮なしで，このまま進んだならとんでもないことになってしまうだろうな。逆をいえばやはり幼児期段階

から十分な支援を行いつつ，本当に特別支援教育を必要としている子どもや保護者が特別学校・学級を選択して

くれるそういう時代になればいいのかという気がしております。こういう中で，それぞれ何を求められているの

かと先生方も混乱しておられると思うんですけども.これからの就学支援の在り方，あるいは就学支援を迎える

際への保護者への情報あるいは支援をどのようにしていったらいいのか，あるいは今あるこんなところをこうい

うように変えていったらいいのではないか，のようなそれぞれ何かご意見であったように思います。

[フロア]私は別に特別支援学校にいかねばならないという立場でも，特別支援学校は差別だという立場でもな

いのですが，今日すごくこれに興味があって来させてもらいました。ここで午前中様々な話を聞きながら，一般校

に行くなら行くで構わないのですが.そのためにはそこできちんとした教育が受けられるのかということを一番

疑問に思っています。合理的配慮の確保について，障害者が地域の学校に就学し，多大な負担を求められること

なくその学校において特別な教育を受けることを保証するためには云々と書いてあるのですが，これを保証でき

るのかというのが一番疑問です。その辺りが視覚にも，聴覚にも，肢体にも.知的にも病弱にも全部できるオー

ルマイティーな先生がっていうのが特別支援学校自体にもおられないのではないかと思うんですね，その状態で

一般校にこれだけのことを求めるというのがどうなのかということが一番疑問に思っているところです。

[小林]逆を言うと， 00特別支援学校の教育相談では，地域の子どもを支援する際に，在籍している学校の校

長から依頼を受けるというシステムを作らなければ，在籍校の方でこんな工夫してくださいっていうのがスト

レートに担任の先生に伝わりにくいですね。所属校同士のやり取りというシステムで、00県はやってると思うん

ですけども，その辺りで小学校の先生へ一緒に考えましょう.支援しましょうっていう時の困難であったり.い

わゆる通常校の先生の意識ですよね.感じられている所はどんな感じですか。

[フロア]以前教育相談といいまして小中学校に在籍しているお子さんの中に，本校は視覚障害なんで視覚障害

がある生徒さんがおられた場合，昔は保護者が希望したら本校の方に来て教育相談を受けていたんです。そうす

ると本校の教育が一般校に全然反映されないということ，保護者から情報を受けるから在籍校は公的には全然知

らないということがありましたので.それはやはり本校がその子に教育することが一般校に反映されるというの

が理想的な形なので，今言われたように在籍校を通して本校の方に依頼をしていただく。そして，できれば年 1

回は見に来ていただくということで.あと連絡帳などでやり取りさせていただいています。ただし本校でやった

ことがすべて在籍校に行くわけでもないし反
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いうか，これをお願いしますという形で反映していただくようにしています。そうすると，むしろ一般校の方が

聞く耳があるというか視覚障害についてあまり知らないというのもあるので，助言や支援をさせていただくと取

り入れてくれる可能性はたくさんあるのですが.特別支援学校の方がなかなか聞き入れてくれないことがあるの

が現状です。だからこちらも一般校のことを知らないといけないので，できるだけ行かせてもらってその中でこ

れだけはやってくださいという事を言わせていただいているので.比較的その理解は今のところあります。

[小林]ありがとうございます。すみません，司会が視覚障害が専門なものですから視覚障害の現状でお話しい

ただきましたが.その他視覚障害以外であったり別に障害種を特定することはないんですけれども，何か先生方

が感じられていることがあれば，おっしゃってください。例えば.現在の就学相談・就学指導委員会のシステム

を考えると，実は視覚障害，私の領域でいうとものすごくシステムはあるけど現実的に動いていないという思い

があります。どんなことを言っているかというと.視覚障害は，きちんとした数は出てないんですが，出現率で

いうと0.01-0.02%なんですね。ですから5.000人から10.000人の子どもに 1人あるくらいの障害が視覚障害なん

です。そうしますと各市町村の中の就学指導委員会の中に視覚障害のことについてしっかり判断できる委員がど

のくらい参加しているのかというと，かなり心許ないなというのが正直なところです。例えば資料に学校教育法

施行令第22条の 3があります。その区分の視覚障害者を見ていただくと.r両眼の視力がおおむねO.三未満の

もの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち，拡大鏡等の使用によっても通常・の文字，図形等の視覚によ

る認識が不可能または著しく困難な程度のもの」。通常の文字等の視覚による認識が不可能のものはイメージ一

番しやすいと思います。いわゆる点字を使うような盲の状態，目の見えない子どもたち。その一方で弱視といわ

れる見えにくい子どもたちがいます。見えにくいんですけど実は見えてます。それも祝覚障害です。そういう子

どもたちを見たとき通常の文字，図形等の視覚による認識が著しく困難な者もこのまま字義通り受け取ったなら

ば，みんな通常校でやっていけるのではない。だってご飯食べてるしボール遊びもできるし幼児期なんか。そ

れで保護者の意見聴取がある。そうすると「盲学校も 1つの選択肢かもしれませんよね」みたいなところ，本当

に弱視のことに理解があってきちんとメリットなりを話している相談ができている市町村がどれくらいあるんだ

ろうかというとかなり厳しいな。そういう目で見ると，障害がわかった時点で個別の支援計画の作成が始まりこ

れに基づいた相談・支援が始まります。恐らく今の形では市町村教育委員会がこれを作ることになるのですが.

当然視覚特別支援学校が参画するようになるんだろうな。そうすると今と比較すれば視覚に障害のある子どもた

ち，その場でどんな先生がつくか問題があるかもしれませんけど，現在の就学指導委員会みたいな状況よりは，

より多くの情報が保護者に伝わっていくしより早期からの教育が可能になるかというところも感じておりま

す。幼児期の子どもさんへのサポートの経験のある先生だ、ったり保護者さんとコミュニケーションを取られてい

る先生だったりいらっしゃらないでしょうかね。知的障害特別支援学校はあまり幼稚部が設置されていませんよ

ね。そうするとどちらかというと厚生労働省管轄の療育センターに相談していることが多くて，それをどのよう

に教育と連携していくのか.ということも就学指導の在り方を考える上で非常に重要だと思うのですが。

[フロア]改正イメージでも学齢簿の作成が時間の流れで始まっているのですが，就学時健診で初めて障害がわ

かることは考えにくいことで，通常はもっと以前から医療機関の対応があると思います。そこで，医療と教育と

のつなぎは改正でどうなるのでしょうか。例えば，視覚障害では市町村ごとに対応しろといっても難しいので，

そうした専門機関がもっと早い時期に何らかの対応があると思います。その一方で知的障害だとそういった通所

施設はあるといっても量的には不十分なところもあるために，相談機関はあっても活用しきれてない所もあるで

しょうから，どのような議論がなされているか教えていただければと思います。

[下山]就学の指導・相談を含めて早期からの取組とより良い方向へというのは今に始まった話ではありません。

早い時期から子どもへの教育や支援を始めていかなくてはいけないという流れはもうずっと前からある話で，文

部科学省としてみれば平成に入ってからですね.早期からの教育相談の体系化という事業をやってきました。広

島でも実施されているかもしれません。就学前の幼児への支援を例えば教育機関だ‘けで、なく福祉や医療とも連携

しながら
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でいるかというとそうでもありません。都市部で取り組まれているかというと都市部は就学前というのは福祉の

機関で随分支援が行われている現状がありますので.逆にそこで、は教育が入っていかない。そうすると今度は就

学のところに上手くつながらないという問題があります。ですから都市部が全部良いかというと必ずしもそうで

はない。支援がない郡部はどうかというと.支援が特別支援学校に一極集中なんですけども.一極集中して進め

やすい面もあります。地域によって温度差もあるという状況だと思います。それをどこで揃えるかというと教育

委員会がきちんとコミットできるというところなるんですよね。今の制度上は学齢簿の作成というところからに

なりますので，学齢簿の作成からこれを起こしていますけども，実際には少なくともこの年のできるだけ早く，

就学前の 1年間のできるだけ早い時期から就学の相談をしなくてはならないという議論をされています。就学支

援のスタートが何になるかという事ですよね。学齢簿になるのか，あるいは就学予定者のお知らせみたいなもの

になるのか，就学相談ができますよというお知らせになるのか，それを検討する必要があります。学齢簿は，次

年度就学する子どもたちの原簿になりますので.あまり早く作ってしまうとその 1年間に転出入の移動というの

をうまく反映できるかという問題も出てきます。そういうことも政府としては吟味していかなければいけないの

で，この時点では学齢簿の作成からという事ですけども.先生ご指摘のできるだけ早くやるべきではないかとい

うご意見には全く同感です。それに伴い，実は就学相談の市町村の相談の体制は.現状では不十分であり，就学

相談や就学指導に専門性のある人材を位置づけることが大切です。例えば，特別支援教育の経験あるいは，特別

支援学校におられた人が関与していくことも考えられます。今はどうかというと.市町村の事務をやっている人

たちがたまたま教育委員会に来て就学指導をしています。それでは十分に障害のある子どもの就学指導ができな

いのでそういう部分が必要だという事で，これは方向性として出していますし今年度の予算の中に位置づけた

のですが，その予算が十分に確保できなくて一名称としては就学相談コーデイネーターとして位置づけたのです

がーうまく実現できてはいません。そういうものは何らかの形で必要になると考えています。

[小林]いわゆる推進会議の中でも議論があちこちいってしまうんですけど，まずはすべての子どもにこの就学

の学齢簿を作成した後.全員に通常籍を置かせて，まず通常・*1fを保証してあげて.そのあとに就学時健康診断を

して，その就学時健康診断で何かしらのニーズがわかった場合にはそれを基に合理的配慮を考えてあげればよい

という議論がなされていますが，下山先生のお話を聞くと，あるいは現実的に動いている状態を見ると，例えば

10月とか11月に就学時健康診断で障害があることがわかって，それから合理的な配慮を考え.就学先を決定して

いくと間に合わないし受け入れる小学校側だってすべての障害のある子どもが在籍してくることを前提に準備

しておかなければ間に合わないだろう。それが30年後や40年f変であればできるかもしれないで、すが，今の時点で

そんなシステムになると恐らく物凄いことになってしまう。そうならないためにも，今お話しいただいたように

なるべく早い時期からしっかりと相談していくのが大切なんだろうな。文部科学省で考えられている個別の教育

支援計画は，相談ファイルを活用する，つまり，相談に行った場所ですべて情報を 1つのファイルにまとめて様々

な機関での相談を親御さんに一元管理してもらうという方向性が出ていたような気がします。

[下山]先ほど初めて聞いたことばだ、ったんですけど.就学相談コーデイネーターというのはお金がないとなか

なかっけにくいと思いますが，最近学校を回っていますと再雇用制度でベテランの先生が盲学校に来られている

ことが多いのでいいシステムだと感じています。特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議の経過報告

(H22.3)には， r教育委員会に特別支援教育の経験豊かな職員を配置したりJとあります。これを今年度の計画

した事業の中では就学相談コーディネーターというような形.これは仮の名称ですが，そういうものを盛り込ん

でいます。退職した職員を非常勤職員として再任用することも考えられます。これから再任用職員なども発生し

ていきますので，そういう方を有効に使っていくことも方向性として大切になってきます。都市部や中核市では

指導主事という立場の人を結構な数置けるので，そういう人が就学相談や指導の事務局をやり，通年で相談支援

をしているケースがあります。保護者が迷った場合，いつでもそこに行って相談を始められるのです。中核都市

まではそうなのですが，それ以下の小さな市になると指導主事も十分に配置されていませんから，先ほとe言った

ように
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る就学の指導，最近は就学指導と始まっていて，そこにおけるこれまでの総括をどのようにしていくかがポイン

トだと思います。そこに親の権利概念がどのように入っていくのかという問題ですね。例えば.力関係において，

教育における情報畳とか様々な教育の事実とかについては圧倒的に文科省にたくさんありますね。そういう事に

なると，これまで様々な相談の例の中で，やはり情報や経験等を踏まえて，お話しをされるわけですけども.い

わゆる親と相談に釆ってくれる先生方が力関係において果たして対等なのだろうか。もし，先生の言う事はおっ

しゃるとおりです，しかし私は地域の学校に入れたいですという親のニーズがあった場合，それをどのように力

関係の上において対等性，権利条約で言っている平等性や対等性をどういうように作っていくのか。これ最初に

あった落合先生がイギリスの例を言われて.例えばネームドパーソンというのがありました。そういう親が様々

なわからないことが圧倒的で，親の立場として相談できるようなシステムを作るとかそういう事によって，自分

の中で納得いかないことをストンと落とす，いわゆる信頼関係のことでできるのではないかと思います。つまり.

この人の言う事はごもっともだけど本当に納得できないという事もあるだろうしこの人の言う事は自分の立場

として言ってくれる。例えば子どもの障害の事を今の自分の価値観で、言ってくれるとかですね。そういうところ

で様々な話が出てくると思うんですね。これからこの相談の問題としては，私はまだ勉強していなし、からわから

ないのですが，親と専門家がどのように対等にいわゆるその力関係においてやっていけるのか.当然親は情報畳

が少ないし自分の子どもしか経験してない，それを補う今言ったネームドパーソンのみたいな，その人を後押し

してくれて，抑圧状態にあったり，保護者が不服な場合不服申し立てをするまでに様々なことをきちんとサポー

トしてくれる体制が必要じゃないか。そういうところに権利条約の 1つの意義があって，それは多くの好機で捉

えると，例えば少数でいわゆる力のない人をどのように救済するかという社会全体の仕組みを，教育だけでなく，

雇用や医療の問題を聞こうとしているのではないかな。そういうところで.どのように今後教育関係の人聞がわ

かりやすい社会的なモデルを作ることによって，いわゆる社会的な弱者をどのように救済するかという社会的な

1つの新たなモデルができるのではないかと。その辺りは理屈の問題で，先ほとーおっしゃったようにまだ難しい

という現実がありますが，ある意味で、は社会改革をやっていく方向性にあるのではないかと思います。だから普

通学校の今日も改輩と言われましたが，普通学校の改再生なんだと，普通学校の改草をずっと推し進めていけば将

来，社会がちょっとでも変わってくるのではないかというような，そういう大きな展望を.実現するかわかりま

せんけど我々の夢を託すという意味も含んでいるのではないかと。教育相談の問題もそういう意味では.どのよ

うな力関係にあって，その力関係をどう例えば対等性のある，平等性のあるものに変えていくのかが議論の中心

になってくるのではないかと思っています。

[小林11点として，先生が直接最初のご意見で，力関係の中で混乱してしまった時はだれが救済してくれるの

かというのが障がい者制度改革推進会議の方ではそれは十分あり得るだろうなということを大前提としてだと思

います。インクルーシブ教育を推進する専門家.それから障害当事者によって構成される第三者機関による調整，

そういう仕組みを必ずっくりなさいよという事はもう言われていますので，私はなんかNPOみたいな人たちが

そういう仕事をするのは就学という事を考えるとあまり望ましくないという気がしているのですが，何かしらの

形でこれは出来上がってくるのではないかという印象は持っているんですけども。先生がお考えになっているの

はもう推進会議の方でも十分予想されているだろうな。

[フロア100大学で教員養成をしています。これまで就学問題で様々な苦労がありました。シンポジウムの話

としてはある視覚障害の人の就学問題ですね。結局残った問題としては，先ほど下山先生がおっしゃったような

親の意見尊重を十分に尊重するような話し合いをしようという事で00県の場合は00県の組合と教育委員会が

話し合いをしまして，そこで合意して00県独自のやり方で，就学する場合においてはきちんと親の意見を反映

するというところであったんですけどね。その後またそのようなことが起こったんです。それを見ると，やはり

親の意見反映だけでいいのかと，親の意見尊重だけでいいのかという。その時起こった問題としては不服申し立

てをするという，行政訴訟するというような話も出た例があります。その時もやはり様々な話し合いを裏側でし

たんですけども，やはり後で考えてみると親の権利の問題がでてくるわけですよね。行政の方が基本
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約束をしました。結局はそれで収まって，行政訴訟まで行かなかったんですけども。そういう様々なことを考え

ていくと.この 1つの問題は第三者機関というややこしいことを言わないで.親の権利をきちんと明確にしてお

く方が，これは子どもの権利条約の流れでもありますしまたひと悶着あるのではないかと思います。

[小林1先生の思われてることはよくわかるんですけども，理想と言っていいかわからないんですけども，例え

ば就学先を決定する時の相談っていうのは，先ほど下山先生が市町村の就学指導で小さいところに行くと全然知

らない人がもう法的にはこうなっていますからというおしつけがあるというのも事実かもしれませんけども，き

ちんと行われている所はその子にとって一番望ましい教育環境，当然親は多くの場合障害のある子どもを育てる

というのは初めての経験なはずですよね，そういう子どもがどう育っていくかっていうのを知らない中でj情報量

の多い専門家の方から，こういう選択肢もありますよというアドバイスをもらうことはごくごく自然な流れだと

思うんですね。先生が言われているのはアドバイスと親御さんの気持ちが一致しなかったらという時ですよね。

それは時間があれば時間があるほど両方の思いなりが理解されて.先生が言われることばでいえば信頼関係で両

者が合意してくるところが見つかるという問題だと思うんですけども。ですから学齢簿の作成が遅いのではない

のかという先生のご指摘ですが。

[フロア]私は学齢簿の作成を早くしろと言っているのではなくて。

[小林]わかってます。その時期からというのではなく前の方からしっかり見ていく，伝わっていくというシス

テムを作っていくことが大切なのではないのかな。そういう中で先生の思われているようなケースはやはり出て

くることは事実だと思うんですけども.うーんっていう感じですね。

[フロア]抑圧されたり従う状況に置かれていることがある場合の救済の問題をどのように考えるかということ

がメインテーマだと思います。先ほど基調報告で様々な学校改革の問題が具体的に話があって，そういう方向に

流れていくのでしょうが，根底にあるのはお互いの人間同士が尊重し合い.差別せずに生きていきましようとい

うわかりやすいメッセージを我々に突きづけているのではないのではないかと思います。

[小林]すみませんこの場ではですね，子どもの能力を可能な限り最大限発達させるためにどうしていこうかと

いう教育面なりでちょっと意見交換させていただきたいかという気もしているのですが。先生が言われているの

はたぶんですね，共生社会とインクルージョンの関係についての方がおっしゃられている議論としては適切だと

思うので，申し訳ございません。腰を折っちゃって次を何があるのかというとあれなんですけども。最終的には

保護者さんカ~lOO%満足して主体的に学校を選ぶというのはもしかするとあり得ないのかという気も私はしてい

ます。視覚障害の場合だと例えば地域の学校で点字を使う場，下山先生の場合言っていいかわかりませんけども，

実は認定就学者になっていることってほとんどないんですよね。なぜ認定就学者になってないかというと認定就

学者っていう事にすると，その学校で学べるという事を大前提として条件が整っているという事が条件で認定就

学ですから，認定就学させちゃうと教科書から試験問題からすべて点字で学校が準備することになってしまいま

す。できないことは分かっているので.認定就学じゃなくて地域の学校で学ぶ。親はそれを当然望んでいますが，

やはり親がボランティアさん等に点字作成の依頼をしたり，学校によっては子どもが点字で、ゃった宿題を全部お

母さんが普通文字に直して提出して，その提出されたものを学校の先生が見て宿題をチェックするという取り組

みがあって.お母さんが悲鳴を上げているというそんなのも現実的にあるのは事実なんです。例えばインクルー

シブな教育で点字を用いる子は通常の学校で学ぶ際の合理的な配慮なりを考えていかなければならないんですけ

と就学に当たっては親御さんがやはり地域の学校で，兄弟と同じ学校で学ばせたいと願っても，実際行かせて

みたらばこんなに負担が多いものだとは思わなかったというようなのは様々な所の事例として起きているんだろ

うなという気がしています。そういう過度な負担がないようなシステムづくりが絶対に必要だろうし，そういう

事で親御さん，養育者も安心して学校に通わせていける条件になるんだろうなという気がしております。

[船津]現在の就学先決定の流れと，今後の新しいビジョンが，根本的にどこが違うかを確認してみると，例え

ば最初に就学基準がありきでなくて. 1人ひとりの子どもを総合的に判断して，個々のニーズに合わせて就学先

を決めていくことが大きな柱だと，理解させていただいてよろしいでしょうか。その中で文科省の流れの中で総

合的判断の中でたくさんの障害の状況が舎かれてありますが.今回の提案は
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[船津]だから総合的判断の中にかなりこう強いところが出てきているという事でよろしいでしょうか。

[下山]はい。この項目の中に高かったり，低かったり，重かったり.軽かったりすると総合的判断にならない

から，そこは言いませんけども.でも保護者の意向は最大に尊重しながら，という事を掘っていますのでそこに

重みがあるという表現はいいのではないでしょうか。

[船津1そうですね。そこからまた様々な問題点が発生してくるのではないかという事ですね。

[下山]例えば点字を使う子どもさんについて.通常の学級でやれる力はあるが，点訳なり点字を墨字に訳すと

いう事が保護者に委ねられているのであれば続かないでしょうね。そういう事は今後考える必要があるでしょ

う。結局こういうことを教育委員会に最終的な責任を負わせるのかという議論をきちんとやるべきです。就学を

指定するのであればその子どもの教育の保障を行うべきだという考え方があり，教育委員会が認定するとされて

きたわけですよね。この仕組みがなくなったとして，新しくできる仕組みではこういう事をどうするのか。条約

では合理的配慮、というものがありますのでその中で考えていかなければならないかもしれません。こういう事が

はっきりしないとこれを地方自治体に任せることにならないですよね。

[船津]下山先生，親のニーズと先ほど司会の先生の方の子どもの実態の中で，この子には例えば自問的傾向が

あるとか学習的な障害があるというこちらの方である程度先取りして見ていって.それがある意味適切な判断な

のかはわかりませんけども，その子どもさんが持っていらっしゃる 1つの困難というか困り感だと思うですが。

親御さんとしたらやはりそういったところでなくて，まだ障害という事を受け入れるということ自体もしんどい

しみんなの中で一緒に遊ばせてあげたいという思いやニーズもある時に，親のニーズと客観的にみたときの子

どもさんの実態という親御さんから見た実態とは違う面での，そこにずれがあった時に親の意見を重要視すると

なってくると早期介入や教育って適切な支援を早期からやっていけば，例えば視覚的な支援なんかを使うとよく

わかるという知的障害の子どもさん，それを早期からやっていけばもっともっと学習していくだろうなと思うと

ころを，例えば親のニーズというのを重視していくと 1年2年それが遅れてしまうと， どっちがプラスなのかと

考えてみると，私なんかは子どもを中心とすべきかと思うのですが，一方で親の障害の受容の問題等を考えてみ

た時にどうなのかと考えてみますと多少難しいかと感じるのですが，その辺りはどうなのでしょうか。

[下山]その辺りが，大事なことです。例えば障害者の権利条約であって保護者の権利条約ではないという言い

方を先生がされましたね。障害のある子どもの中には自分の意思を明確にできない子どもがたくさんいます。そ

の中で保護者の意向で左右されてしまうことがありますが，そうすると先ほど荒川先生が例外でも判断するのは

良くないと言われましたけども，私どもは必ずしも親御さんの意向に沿うことが難しい事例として子どもさんに

とってプラスにならない点があるのでは.という事を申し上げたわけです。保護者の意向と子どものものが必ず

しも一致しないケースもあります。今.先生がおっしゃった権利の問題もあります。保護者の選択権をどのよう

に考えるかということはありますが，今，特別支援学校へ就学している保護者の多くは自分が選択したという認

識をお持ちのようです。実質的に選択権があるとも考えられます。そういう事を合わせながらどういう仕組みが

良いのかを議論していく必要があるのではないでしょうか。

[小林]荒川先生，スライド配布資料にない中で選択権ということばがどう変化してきたのか。

{荒1111第12回に，初案の 1から初案の2で随分変わっているんですよ。最初の案で選択権ということばを使わ

れていたのは初案2の段階で削られてわりと最終案に近い文章に変わったのではないかと思います。学校選択と

いうことばは昔からありますけど，最近全然違う分野で学校関競争を盛んにするための学校選択みたいなでなっ

ていますので，そういう意味で用語としてどうなのかと私自身思います。選択権ということば自体はいったん削

られています。今後復活するかもしれませんけども。ただ，いいですかついでにちょっと言つといて，早い時期

からの就学相談.相談・支援というのは必要だと思うんですが.あくまでも乳幼児からの生活とか成長発達を豊

かにするための相談で‘あって，就学の時にトラブルを起こさないために早めに手を打っておこうとかいう，そう

いう事ではないと思うんですね。始めから就学先をこれで決められるかもしれないなという警戒感を持たれて相

談をするとなかなかうまくいかないのですが。そうではなくて，今の生活から豊かにしていくんだ.豊かな成長・

発達をというスタンスでやっていくなかで私は保護者としても変に警戒
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うであるべきじゃないかと思っているんです。午前の話の繰り返しになりますが， どこか 1つを選ばなくてはな

らないとなると，こちらを選べばあそこをあきらめなくてはいけないというのがあってですね，そしてすごくジ

レンマに陥る。実質選択権を担保されるといっても何か苦しい選択というのがありうると思います。そういう意

味でそこをもう 1つ乗り越えて.何かを失って何かを選ぶのではなく，選択権がすべての子どもに保障された上

で.さらにそれでは満足いかないから，例えば通常の学校に行くとしても，こういう合理的配慮をきちんとして

ほしいとか，あるいは通常の学校にも受け止められながらも.そこだけでは心許ないから特別支援学校や学級で

もこういうような指導をしてほしいときちんと要求できる。今だと特別支援学校に行くためにはこの辺は別とい

う事みたいですけど.そうではなく特別支援学級や学校の教育を併せてこういう指導を受けさせたいという要求

ができるような就学の支援の在り方を追求すべきでないかと考えています。

[小林]すみません，視覚障害の話ばかりして。盲学校では教育相談をしていてパンフレット作っているんです

けど，大体どの盲学校でも教育相談のパンフレットには就学を前提としませんということが書いてあるんです

よ。香かないとやはり来にくい，特に視覚障害の場合は福祉系の相談機関がほとんどないんで、すよ。幼児期段階

は。唯一あるのが京都と神戸と福岡，それ以外は昔は東京都の身障者センターが相談していたんですが，最近は

相談がないので盲学校しか相談機関がないですね。だけど親御さんは相談に行ったらうちの子盲学校に行かされ

ることになるのかというのは気にしているので書いてある。書いているのでややこしい問題というのは，書いて

て教育相談に来てこの子絶対に盲学校の方が伸びるしいいよなと思っていても，うちの学校どうですかと言えな

い盲学校の先生のジレンマもありますから，荒川先生が言われたようにどこでも選ぶ権利があるんだよというの

がわかったならばもっと気楽に相談できるのかという気がしています。

[フロア]複数在籍についてもお聞きしたかったのですが.どういう感じなのですか。

[荒JII)地域の学校に在籍しながら必要によっては特別支援学校に，という。

[フロア]何時間とかですか。

[荒JII)それは子どもによってもかなり違うでしょう。相当の部分を特別支援学校で受ける子どももいるでしょ

う。イギリスは，敷地がそもそも隣同士で，隣の特別学校の子どもが午後は小学校で授業を受けたりする。フレ

キシブルにやっています。複数在籍かはわからないのですが，学校群の中で共同の関係ができていて，どちらか

で全部面倒見るというのではなく，様々なところで責任をシェアし合っているところは学ぶべきであると思いま

す。ただ先ほども言いましたように，細かところでは詰めるべき所はたくさんあります。

[小林]ですから学齢期に入ると難しいですけども，全国の盲学校の幼稚部さんを見るとフルタイムで盲学校の

幼稚部さんにいる子どもはほとんどいないんですよね。ほとんどの子どもが週3日盲学校で残りの2日が地域の

保育所とか幼稚園とかが一般的ですので.時間の問題は別ですけど，幼児期段階までできていたことが学校に上

がると途端にできなくなってしまうというよりは.それも可能性として.システムとしてあるよというのがやは

り1つなのではないかという気がしますよね。

I下山]現行の仕組みの中に，通級による指導があります。盲学校の場合も.小中学校から盲学校への通級も可

能です。教員がつかないものですからセンター的機能で対応しています。今の制度でも，そういった柔軟な仕組

みを在籍は移さなくてもやれるようになっているのですが，もっとできるようにしようというご提案ですね。そ

ういう事を提案されていくべきだと思います。

[小林]通級による指導の担当の方にお金つける予算というのは難しいんですかね。

[下山}今はそれでしか予算つかないですよ，逆に。今年1.500人増やしていますけどね。これまでのところ数年

は通級指導しか増やせないという状況でした。

[林田]公務員抑制されてますよね。

[下山]ここの支援を充実させていくことを，当面，現行制度の中でもやるという事です。

[荒川日義務教育の国家負担法が3分の lになりました。国の方で増やそうと思っても地方で賄いきれなくて返

上することが多くなってきている。そこも単純に通級指導の教員増やせという要求をしてもうまく結果に結びつ

かない状況が出てきている。その辺りを根本的なところから検討しなくてはいけないとも思います。

[小林]すみません視覚障害ばかりで。単一の弱視の子どもは固定級いらないと私は思っているんですよ。担任

と一緒に 1対1でずっと授業を受けて，たまに交流デビューでは弱視の子どもは通級指導教室の方が。東京都な
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んかは弱視回定級は 1個もないんですよ.小学校も中学校も。弱視学級と呼んでいるのは全部通級指導教室で.

予算があるところはできる。けれども県によっては弱視通級指導教室を設置していない自治体の方が多いのが事

実ですね。すみません。できれば何かお 1人一言ずつ発言いただきたかったかという願いがあるんですが.何か

思いであったり，あるいはもしこうなったらいいなという提言でもいいと思うんですが。

[フロア100から来ました00です。就学支援と保護者への情報供給ということで今日いくらか聞かせていた

だいたのですが， 00県の方でもこれまで文部科学省の事業で個別の教育支援計画をモデル校をなど指定をして

研究開発をやってきたんですが.福祉の方でも厚労省からの流れで個別の支援計画といった形で取り組みをして

いるのですが，やはり教育側と福祉側そしてまだ行政の壁みたいなのがありましてなかなかうまくリンクしない

ということが県でも見られます。小中学校，特別支援学校でもそうですけども個別の教育支援計画を作成していっ

て保護者と関係者も含めて作成をしているわけですけども，結局一番根っこになりますのが就学前のお子さんに

どう広げていこうかとなる時に，市町村の保健婦さんや市町村教育委員会の担当者なんかを会議に呼んでですね.

一緒に考えていくんですけども，実際に就学前の子どもさんに広めきれないという部分が教育委員会サイドから

のジレンマなんですね。逆に福祉の方に言わせてみると，最近はもう保健師さんが3歳児検診などで発達障害な

どの子どもさんをよく見れるようになったんですけども，以前はその辺りがわからないという事で.保健師さん

方への研修を充実させなくてはいけないという事で，随分最近は保健師さん方の発達障害への研修も進んできて

おりまして.就学時健診それ以前のですね.部分の保険・医療・福祉サイドの障害児の見極めという部分が進ん

できているんですが.そこのつなぎがなかなか上手く行かないんですよ。先ほどもお話にありましたけども就学

以前の福祉のフォローを見てみますと様々な手立てをされています。子どもさんを様々なところでお預かりした

り療育したりとか取り組みをされているんですけども，それが就学前になった時に教育委員会がそこに入り込も

うとした時につながらない。そしてそれがまた就学につながっていかないという事が現状で，何ともしがたいと

ころなんです。ですから改正イメージを見たときに，とても良いと思うのですが，学齢簿作成以前まだこの前で

すね， 6歳，場合によっては7歳， 4歳， 3歳，そこの部分というのがきちんとあって，ここの改正イメージに

つながらなければ.本当の意味での就学支援.保護者への情報供給につながらないのではないかと最近よく思っ

ております。厚労省が管轄している部分での障害児支援，この中に出生後「気になるJr育てにくい」子どもさ

んがここで見つかった。その後も再開して様々な専門機関と相談を行っていってというところまでは書いてある

のですが，ここから先が教育の分野につながらないといけないと思うんですけども，こういうのを見ても，その

なかなかつながりがないなと思うんですよ。就学支援と保護者への情報供給という本来は個別の支援計画で示さ

れているように乳幼児期からの本当に例えば就学期あるいは学校卒業後につなげていくというシステムを副交感

型と言いますかそういう取り組みをしないとなかなか就学時の部分での話し合いだけでは解決できないのかと最

近強く感じておりますので，その辺り障害児支援と絡めた検討が必要なのかと感じております。

[小林]実は私も保健センターで発達相談をしておりまして，女性の職場に男 1人で入り込んで、非常に居心地が

いいのか悪いのかわからない仕事をしています。実は私が月 1回そういう仕事をしているんですが， 3分の 1の

お子さんは何かしら保健師または心理士などから見たら問題のあるお子さんです。結局近くに特別支援学校があ

るんですが.特別支援学校ではそういう幼児期の子どもの教育相談みたいなのをやっていないので，結局その地

域では NPOを作って保護者支援するというような形で四苦八苦するという形を見ています。先ほど下山先生が

おっしゃったシステムとしては，幼稚部を持たない特別支援学校でもいわゆる地域支援というのはきちんとでき

るシステムになっている。恐らく特別支援学校が本気になってそういうのをアピールしてやっていますよという

実績を作って行けば必ずニーズはあると思うんですね。最初は四苦八苦するかもしれませんけども.今のシステ

ムとしては今の子どもたちを犠牲にするわけにはいかないので，まずは学校サイドがきちんとそれをオープンに

やっているという事を地域ある意味では保健センターの方にそれをやっているというチラシを置いてもらうだけ

でもたぶん相談件数は一気に増えると思うんで、すね。そういったところで今あるシステムを使いながら次の新し

いインクルーシブな教育
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いだろうと思います。インクルーシブ教育を想定し，現実的に考えるほど特別支援学校の役割やセンター的機能

の重要性が出てくるということです。

[小林]なかなか上手く進行できずに申し訳ございませんでした。ただ大きい話から小さい話まで様々と出て，

司会者として一番はすべての先生にー言ずついただけたら幸いだったかという気はするんですが。この後，全体

会の方でそれぞれの分科会での討議の状況を整理し，質疑・議論の時間がございます。もし何かございましたら

全体会の方でも積極的にご発言等いただければ幸いです。どうもありがとうございました。

四.分科会3 インクルーシブ教育と合理的配慮

司会:広島大学大学院教育学研究科特別支援教育学講座木松憲幸

記録:広島大学大学院教育学研究科特別支援教育学講座川合紀宗

[木船]分科会3を開催いたします。テーマは. iインクルーシブ教育と合理的配慮Jとなっております。司会を

務めさせていただきます広島大学の木松でございます。どうぞよろしくお願いいたします。あの午前中の基調報

告.あるいはまあそれまでにも先生方まあ情報をお持ちだと思います。で，一口でそのインクルーシブ教育，合

理的配慮と申しましでも多様な.本当にあの様々な話題とか様々な課題があると思いますので，私の方から整理

はしないような方向で，学校あるいは行政機関様々な場で感じておられるこの合理的配慮.どうしていくかとそ

して子どもたちの最大のその発展を目指すと，発達を目指すということで.日常的に感じておられる，課題ある

いはこのようにするといいのではないかという提言ですね.あるいは，私どもで答えられるか分かりませんけれ

ども，推進会議，改革推進会議の方向性とか.そういったことについてのご疑問とか，合理的配慮ということに

限定した上でのそういう懸念や課題，提言.疑問などをお出しいただいて，生の声を集約していく方向でやりた

いと思いますけども，いかがでございますか。それでは，どなたからでも何か意見表明なり，質問なりございま

したらよろしくお願いいたします。

例えばということで言いますと，今日の荒川先生の基調報告の中には，我々がこれから考えていくべき課題み

たいなもの，合理的配慮についての，方向性あるいは課題等の様々なヒントがあったというように私は受け取っ

ておりますけど.その中でこんなところはどうだろうと.荒川先生の基調報告でのお話.または意見表明なりを

していただいても結構です。なかなか出ないようでしたら，話題をすこし絞って行きたいと思っております。

最初は突然で申し訳ないのですけが ここに筑波大学の藤原先生がいらっしゃいますので，附属特別支援学校

の校長先生ということもありまして，様々感じておられることもあろうかと思いますけども.何か 1点.話題を

ご提供いただいてよろしいでしょうか，突然に申し訳ございません。

[藤原]筑波大学の藤原でございます。私は今日，学ぶことばかりでございます。私は指導法が専門でございま

して，今特別支援学校の校長でもありますしここ十何年は，特別支援学校を中心とした授業づくりということ

に専念させていただいております。本来そこの課題とか位置づけというものを，私なりに考えていたわけです。

ただ今日，荒川先生のお話を聞きまして，私がやっていたことが，こういうインクルーシフ中という考え方とか教

育制度全体に関連することに意義があったんだということを.改めて認識させていただいたという，非常に貴重

な機会でした。それで，私事で恐縮なのですが，おっしゃったことをベースにすると，逆に間違いはなかったと

いうことばかりでした。基本的にどういうことかと申しますと，今インクルーシブな考え方が進んでしまうと，

特別支援学校そのものの存在価値，それから，特別支援教育の在り方.いわゆる場という問題ですね。そういっ

たものが否定的な方向に向かう可能性も出てくるのではないかという危機感も持っているわけです。しかし，今

日のお話でありましたように実は決してそうではなさそうだと。問題はそのあり方自体が実はとても大事なこと

で，いわゆる地域の中のひとつの資源だと考えているのですが，そういう方向で位置づけていかなければいけな

いと思っております。

教育の現状を考えますと，特に知的障害の教育観に危機感を感じておりました。あまりにも個というものが大

きな位置を占めていて，形態的な個別化に傾倒しすぎているところがある。それから，ご指摘にもあったこの手

厚さということが.唯一の方法論になりつつある。実はそれが教育の課題だということで，授業改善を進めてい
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